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認知症施策に関する国の動向等
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認知症基本法
（令和６年１⽉施⾏）

地域共生社会の実現を推進するための認知症基本法
（令和６年１⽉施⾏）　
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地域共生社会の実現を推進するための認知症基本法
（令和６年１⽉施⾏）

出典：厚生労働省　共生社会の実現を推進するための認知症基本法概要
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認知症施策推進基本計画（令和６年12⽉策定）

出典：厚生労働省　認知症施策推進基本計画概要
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国の認知症施策推進計画等を踏まえた県の取組等
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本県の取組のポイント

項目 取組概要

都道府県
認知症施策推進計画

静岡県長寿社会保健福祉計画と一体で策定

※地域包括ケア推進ネットワーク会議 認知症施策推進部会
 （R6.9.5開催）において了承済

　今後、同部会を中心に、次期計画（R9～11）における認知症
　関連の記載内容等を検討

認知症の人の声を
聴く取組

県職員も認知症カフェ等に参加

新しい認知症観の
理解増進

当事者を招いた講演会や企業・団体等への出前講座等の実施

認知症バリアフリー
県内の企業・団体等の認知症バリアフリーの取組の推進等のた
め、県として「認知症バリアフリー宣言」を実施
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認知症の⼈の意⾒を聴く取組等

＜本人の意見抜粋＞

・認知症について理解し抵抗はないつもりだったが、やはりショックだった。
・「認知症」といっても⼈それぞれ状況は違う。　認知症だから、ではなく「その⼈」を
　⾒てほしい。
・認知症の⼈の話を聞き、受けてとめてあげてほしい。
・できることはできるだけ自分でやりたい。どうしてもできない部分は、助けてほしい。
・認知症でもできることはある。（何でも先回りせず）その⼈ができることは
　残してあげてほしい。

＜県の取組等＞

・認知症カフェや本⼈ミーティング等に県職員も参加
　R6実績　16回、R7実績（R7.6末時点）４回
・地域包括ケア推進ネットワーク会議 認知症施策推進部会（R7.2.18）に
　オブザーバーとして認知症の⼈も参加
・県庁内（東館２階の喫茶ぴあ〜）で認知症の⼈と家族の会のつどいの開催
　R7.８から毎⽉第２⽊曜⽇に定例開催予定



新しい認知症観の理解増進等の取組
認知症当事者の講演会と映画上映会の実施
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企業や団体等に対して出前講座等を実施
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企業・団体が、認知症バリアフリー推進に向け自らの取組を宣言し、
行動につなげていくことで職域から地域へ、社会全体へと共生する心を
結び合わせていく活動 （日本認知症官民協議会※）

※日本認知症官民連携協議会

経済団体、金融、交通、住宅、生活関連産業団体、医療介
護福祉団体、学会、当事者団体、関連省庁　等　約100団
体が参加（2019.4.22設立）

以下の４区分について自社の取組を宣言

人材育成 社内制度 環境整備地域連携

全国で40社740拠点

静岡県内で４社19拠点が宣言（R７年５月時点）　
（出典）認知症バリアフリー宣言ポータル（　https://ninchisho-barrierfree.jp/　）

認知症バリアフリー宣言とは

宣言内容は、専用のホームページ
（認知症バリアフリー宣言ポータル）で公開

https://ninchisho-barrierfree.jp/
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静岡県による認知症バリアフリー宣言

県庁全体として認知症バリアフリーの視点を踏まえた事業展開及び
県内の企業・団体等の認知症バリアフリーの取組の推進等のため、
県として「認知症バリアフリー宣言」を行う。　（令和７年７月２日申請済）

区分 概要 取組例 県宣言の概要

人材育成
認知症の当事者の立場の立った取組が
行われるよう、従業員などに対して認知
症についての正しい理解を促す

認知症への対応や理解促進
のための社内教育実施

認知症サポーター養成講座等
の実施

地域連携
地域の行政機関や専門機関、他企業、当
事者などとの連携

行政機関や専門機関との情
報連携や意見交換、地域活
動への協力

見守り・ＳＯＳ体制の広域連携
認知症に関する相談窓口設置

社内制度
介護のための離職防止や当事者が働き
続けるなどの内部の環境づくり

介護休暇、勤務時間や勤務
場所の柔軟な対応（フレック
ス・在宅勤務等）

介護休暇、在宅勤務、時短勤
務等

環境整備
施設やホームページなどを認知症の方
や家族が利用しやすい環境を整える

動線の確保、掲示をわかりや
すくする、接遇マニュアルの
整備

窓口での対応マニュアル作成
（※）

※令和７年度上半期中を目処に作成、下半期に健康福祉センター等で試行し。令和８年度から各部局に展開を想定


